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住宅が建っている土地は税額を減額

併用住宅（一部が店舗などに利用されている住宅）は、減額の
対象となる住宅用地の面積が異なる場合があります

200㎡までの部分の課税標準額
固定資産税＝評価額の 1/6に
都市計画税＝評価額の 1/3に

200㎡を超える部分の課税標準額
　　（住宅の床面積の10倍まで）
固定資産税＝評価額の 1/3に
都市計画税＝評価額の 2/3に

　

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税

は
、
土
地
や
家
屋
な
ど
の
固
定
資

産
を
評
価
し
、
そ
の
価
格
を
基
に

算
出
さ
れ
て
い
ま
す
※
。
納
税
通

知
書
が
届
い
た
ら
記
載
内
容
を
確

認
し
、
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

　

前
年
度
に
比
べ
て
税
額
が
大
幅

に
変
わ
っ
て
い
る
場
合
は
、
次
の

内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

土
地
に
対
す
る
減
額

　

住
宅
が
建
っ
て
い
る
土
地（
住

宅
用
地
）に
は
住
宅
用
地
の
特
例

が
適
用
さ
れ
、
税
額
が
減
額
さ
れ

て
い
ま
す（
左
上
図
）。
住
宅
の
取

り
壊
し
や
、
用
途
の
変
更
を
す
る

と
、
住
宅
用
地
の
特
例
が
適
用
さ

れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

家
屋
の
取
り
壊
し
や
用
途
変
更

を
し
た
場
合
は
、
資
産
税
課
土
地

家
屋
担
当
か
各
支
所
税
務
課
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

新
築
住
宅
に
対
す
る
減
額
と
期
間

　

居
住
部
分
の
床
面
積
な
ど
で
一

定
の
要
件
を
満
た
す
新
築
住
宅
は

次
の
期
間
、
固
定
資
産
税
が
2
分

の
1
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
一
般
住
宅
＝
3
年
間
（
長
期
優

良
住
宅
は
5
年
間
）
●
3
階
建
て

以
上
の
中
高
層
耐
火
住
宅
＝
5
年

令
和
4
年
度
の
固
定
資
産
税

固
定
資
産
税
は
、
1
月
1
日
時
点
で
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
市
に
納
め
る

税
金
で
す
。
4
月
6
日
に
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、資
産
税
課
土
地
家
屋
担
当
（
☎
3
2
1
・
1
2
2
0
、1
2
2
1
）
か
各
支
所
税
務
課
へ
。

間
（
長
期
優
良
住
宅
は
7
年
間
）

　

減
額
期
間
が
終
了
す
る
と
、
固

定
資
産
税
は
本
来
の
税
額
に
戻
り

ま
す
。

　

都
市
計
画
税
は
、
1
月
1
日
に

市
街
化
区
域
（
吉
井
地
域
は
条
例

に
定
め
る
区
域
）
に
土
地
や
家
屋

を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ

る
税
金
で
す
。

　

都
市
計
画
税
（
税
率
0
・
25
％
）

納
税
通
知
書
を
4
月
6
日
㈬
に
発
送
し
ま
す

と
固
定
資
産
税
（
税
率
1
・
4
％
）

は
、
納
税
通
知
書
に
一
緒
に
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

住
宅
用
地
の
特
例
と

新
築
住
宅
の
減
額

都
市
計
画
税

※
令
和
3
年
度
に
適
用
さ
れ
て
い
た
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る

特
例
措
置
は
、
令
和
4
年
度
は
あ
り
ま

せ
ん

令和 4年度
固定資産税の納期限
●第1期＝5月2日㈪
●第2期＝8月1日㈪
●第3期＝9月30日㈮
●第4期＝12月26日㈪
納期限内に納めてください

いずれも時間は、午前 8時 30分～午後 5時 15分（土・日曜日、
祝日を除く）で、会場は市役所2階資産税課と各支所税務課です。持っ
てくる物は、運転免許証や健康保険証など本人確認のできる物、委
任を受けた人は委任状、賃借人は契約書（課税台帳の閲覧だけ）です。
　問い合わせは、資産税課管理償却資産担当（☎ 321-1222）へ。
縦覧帳簿の縦覧
●期間＝ 4月 1日㈮～ 5月 2日㈪　●内容＝市内の土地や家屋の
評価額を記載した縦覧帳簿の縦覧（所有者の住所や氏名などは記載
されていません）●対象＝納税者か納税者の委任を受けた人
課税台帳の閲覧
●期間＝ 4月 1日～来年 3月 31日㈮ ●内容＝固定資産の価格や
税額などを記載した課税台帳の閲覧　●対象＝固定資産の所有者か
同一世帯の親族、納税管理人、賃借人などと、これらの人から委任
を受けた人　●手数料＝ 4月 1日～ 5月 2日は無料、それ以降は
１件 300円（5枚ごと）。賃借人などは期間に関係なく有料

縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧

20202222．．33．．1515（（1010））

　

中
小
企
業
の
人
材
育
成
を
後
押

し
す
る
「
中
小
企
業
者
資
格
取
得

支
援
事
業
」。
従
業
員
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
を
支
援
し
、
企
業
の
生
産

性
の
向
上
に
つ
な
げ
ま
す
。

　

補
助
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
市

詳
し
く
は
こ
ち
ら

詳
し
く
は
こ
ち
ら

市
内
全
域
の
中
小
企
業
が
対
象

幅
広
い
資
格
に
補
助

内
に
事
業
所
の
あ
る
中
小
企
業
で

す
。

対
象
と
な
る
資
格

　

対
象
と
な
る
資
格
は
、
従
業
員

が
業
務
の
た
め
に
取
得
す
る
次
の

い
ず
れ
か
で
す
。

●
職
業
能
力
開
発
協
会
な
ど
が
行

う
技
能
検
定　

●
施
工
管
理
技
士

や
建
設
機
械
運
転
者
な
ど
の
国
家

資
格　

●
民
間
団
体
が
行
う
簿
記

な
ど
の
資
格
試
験　

●
語
学
検
定

な
ど
事
業
主
が
業
務
に
必
要
と
認

め
る
も
の

補
助
金
額

　

補
助
金
額
は
、
検
定
の
受
検
料

や
資
格
を
取
得
で
き
る
講
習
会
の

受
講
料
な
ど
の
う
ち
、
事
業
者
が

負
担
す
る
費
用
で
す
。
上
限
は
1

社
あ
た
り
10
万
円
で
す
。

　

申
請
の
受
け
付
け
は
、
4
月
1

日
㈮
か
ら
で
す
。
申
請
書
に
必
要

書
類
を
添
え
て
、
高
崎
商
工
会
議

所（
問
屋
町
2
丁
目
☎
3
6
1
・

5
1
7
1
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
申
請

で
き
ま
せ
ん
。
郵
送
の
場
合
は
、

4
月
8
日
㈮
ま
で
に
、
〒
370
‐

8
5
1
1
高
崎
商
工
会
議
所
へ
。

市
は
高
崎
商
工
会
議
所
と
連
携
し
て
、
市
内
の
中
小
企
業
を
応
援
す
る
「
中
小
企
業
者
資
格
取
得

支
援
事
業
」
を
来
年
度
も
実
施
す
る
予
定
で
す
（
議
会
承
認
後
）。
従
業
員
が
業
務
に
必
要
な
資

格
を
取
得
す
る
と
き
に
、
事
業
者
が
負
担
す
る
受
検
料
な
ど
を
補
助
し
ま
す
。
補
助
額
は
1
社
当

た
り
最
大
10
万
円
。
申
請
は
、
4
月
1
日
㈮
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
産
業
政
策
課
（
☎
3
2
1
・
1
2
5
5
）
へ
。

中
小
企
業
の
人
材
育
成
を
支
援
し
ま
す

従
業
員
の
資
格
取
得
に
最
大
10
万
円
を
補
助

対象となる資格の例
（詳しくは問い合わせてください）

●技能検定＝造園、金型製作、建具製
作、ウェブデザイン
●国家資格＝フォークリフト運転技能
者、土木施工管理技士、電気主任技術
者
●民間資格＝簿記、インテリアコーディ
ネーター、溶接技能者評価試験

申
請
書
は
、
市
役
所
13
階
産
業
政

策
課
、
高
崎
商
工
会
議
所
、
ま
ち

な
か
経
済
情
報
セ
ン
タ
ー
（
鞘

町
）、
各
地
域
の
商
工
会
で
配
布

し
ま
す
。
同
会
議
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（
左
記
）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
能
。
予
算
額
に
達
し
た
場

合
は
、
申
請
の
受
け
付
け
を
終
了

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
受
け
付
け
後
、
補
助
金
の

交
付
の
可
否
を
申
請
者
に
通
知
。

受
検
後
、
早
め
に
実
績
報
告
書
と

請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

●
検
定
の
要
項
の
写
し
な
ど
、
受

検
料
の
分
か
る
物　

●
社
員
証
や

雇
用
保
険
証
明
書
の
写
し
な
ど
、

受
検
者
が
従
業
員
で
あ
る
こ
と
の

分
か
る
物

申
請
は
高
崎
商
工
会
議
所
へ

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

（中古車販売業・矢島町）

磯部 貴志さん

従業員のチャレンジ
を応援したい

　従業員が自動車検査員と 2級自動車
整備士の資格を取得するときに、制度を
利用しました。これまでも会社で一部補
助していましたが、従業員の負担も少な
からずありました。この制度のおかげ
で、個人の負担が軽くなるのはありがた
いですね。資格取得の挑戦への後押しに
なりますし、本人のやる気にもつながっ
ています。今後も制度を活用し、従業
員のスキルアップを応援したいですね。

制度を利用した経営者に聞きました

業務に関わるさまざまな資格が対象業務に関わるさまざまな資格が対象


